
野
木
町
ふ
る
さ
と
応
援
寄
附
金

推
進
事
業
協
力
事
業
者
募
集

問
総
合
政
策
部
政
策
課
撒（
57
）４
１
１
６

　

野
木
町
ふ
る
さ
と
納
税
寄
付
者
に

お
礼
の
品
と
し
て
贈
呈
す
る
返
礼
品

を
提
供
す
る
法
人
、
団
体
又
は
個
人

事
業
者
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
の
要
件

　

協
力
事
業
者
及
び
返
礼
品
に
つ
い

て
は
、
次
の
要
件
に
す
べ
て
適
合
す

る
も
の
と
し
ま
す
。

（１）
協
力
事
業
者

① 

原
則
、
野
木
町
内
に
事
業
所
が
あ

る
法
人
、
団
体
又
は
個
人
事
業
者

で
あ
る
こ
と
。

　

た
だ
し
、
町
長
が
特
に
認
め
る
場

　

合
を
除
く
。

②
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と
。

③ 

各
法
規
等
に
沿
っ
た
生
産
・
製
造
・

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
行
っ
て
い
る

こ
と
。

④ 

代
表
者
等
が
野
木
町
暴
力
団
排
除

条
例
に
規
定
す
る
密
接
関
係
者
で

な
い
こ
と
。

⑤ 

個
人
情
報
の
取
り
扱
い
を
厳
重
に

行
え
る
こ
と
。

（２）
返
礼
品

① 

野
木
町
の
Ｐ
Ｒ
に
つ
な
が
る
商
品

で
、
生
産
、
製
造
、
加
工
、
販
売
、

体
験
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

② 

品
質
及
び
数
量
の
面
に
お
い
て
、

安
定
供
給
が
見
込
め
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
期
間
限
定
・

数
量
限
定
で
供
給
可
能
な
も
の
は

取
り
扱
い
を
可
と
し
ま
す
。

③ 

食
品
に
関
し
て
は
、商
品
情
報（
使

用
原
材
料
等
）
の
開
示
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
。

募
集
期
間

　

９
月
30
日
ま
で

※ 

詳
し
く
は
野
木
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
関
す

る
お
知
ら
せ

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
57
）４
１
２
６

　　

個
人
番
号
カ
ー
ド
の
お
渡
し
は
、

役
場
開
庁
時
間
内
で
す
が
、
平
日
来

庁
が
困
難
な
方
の
た
め
に
、
交
付
業

務
を
行
い
ま
す
。

日
７
月
31
日（
日
）
９
時
〜
17
時

所
町
住
民
課

持 

参
す
る
物　

カ
ー
ド
交
付
の
案
内

ハ
ガ
キ
・
通
知
カ
ー
ド
・
住
民
基

本
台
帳
カ
ー
ド（
お
持
ち
の
方
）・

本
人
確
認
書
類

（12）記号の見方　　…日時　　…場所　　…内容　　…対象者　　…定員　　…費用　　…申込

お知らせ

日 容 儡所 定対 申

市町村税徴収強化月間

い
ま
一
度
ご
自
分
の
納
付
状
況
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

問
総
合
政
策
部
税
務
課
撒（
57
）４
１
２
４・
４
１
４
４

　
納
税
の
公
平
と
税
収
の
確
保
を
図
る
た
め
、
７
月
〜
８
月
を
「
市
町
村

税
徴
収
強
化
月
間
」
と
し
て
、
栃
木
県
と
の
協
働
で
、
徴
収
強
化
を
実
施

し
て
い
ま
す
。

★
一
人
ひ
と
り
が
町
を
支
え
る

　
皆
様
が
納
め
た
税
金
が
町
の
行
政
サ
ー
ビ
ス

を
支
え
て
い
ま
す
。
納
税
し
な
い
人
が
増
え
る

と
生
活
に
必
要
な
様
々
な
事
業
が
行
え
な
く
な

り
ま
す
。

★
自
主
的
な
納
付
を
鎧

　
町
で
は
、
住
民
の
皆
様
の
自
主
的
な
納
税
を

期
待
し
て
い
ま
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
場
合
は
、
財
産
の

滞
納
処
分
（
差
押
・
公
売
な
ど
）
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
差
押

財
産
の
調
査
の
た
め
、
滞
納
者
の
住
居
や
事
業
所
の
捜
索
、
自
動
車
差
押

の
た
め
の
ミ
ラ
ー
ズ
ロ
ッ
ク
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
滞
納
処
分
の
必

要
が
な
い
よ
う
に
、
皆
様
の
自
主
的
な
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

★
町
で
は
税
収
確
保
に
向
け
、
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す

納
税
相
談
：
町
税
な
ど
を
納
期
限
内
に
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
方
の
相
談

　
　
　
　
　
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

納
税
催
告
：
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が
な
い
方
に
対
し
、
督
促
状
・
催

　
　
　
　
　
告
書
な
ど
の
送
付
、
電
話
催
告
、
自
宅
訪
問
、
勤
務
先
訪
問

　
　
　
　
　
を
行
い
ま
す
。

財
産
調
査
：
滞
納
者
の
財
産
に
つ
い
て
、
官
公
署
、
金
融
機
関
、
保
険
会

　
　
　
　
　
社
、
通
信
機
関
な
ど
に
対
し
調
査
を
行
い
ま
す
。

給
与
調
査
：
滞
納
者
の
給
与
を
差
し
押
さ
え
る
た
め
、
勤
務
先
に
対
し

　
　
　
　
　
給
与
の
調
査
を
行
い
ま
す
。

差
押
処
分
：
不
動
産
・
預
貯
金
や
生
命
保
険
、
給
与
の
ほ
か
、
自
動
車
な

　
　
　
　
　
ど
の
差
押
を
行
い
ま
す
。
差
押
後
も
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、　

　
　
　
　
　
差
押
財
産
の
公
売
・
取
り
立
て
を
行
い
ま
す
。

い
。


